
多 治 ⾒ 市 ⼟ 地 開 発 指 導 要 綱  

（ 目 的 ）  
第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 多 治 ⾒ 市 に お け る ⼟ 地 開 発 事 業 （ 以 下 「 開 発 事 業 」 と い う 。 ） に

つ い て ⼀ 定 の 基 準 を 定 め 、 事 業 者 に 対 し 適 切 な 指 導 を ⾏ う こ と に よ り 、 市 域 の 健 全 な
発 展 と 秩 序 あ る 整 備 を 図 る と と も に 、 災 害 を 防 ⽌ し 、 も っ て 市 ⺠ の 良 好 な ⽣ 活 環 境 の
確 保 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 
（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ
に よ る 。  

(１ ) 開 発 事 業  都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 ４ 条 第 12 項 に 規 定 す る 開
発 ⾏ 為 を い う 。  

(２ ) 開 発 区 域  開 発 事 業 が ⾏ わ れ る ⼟ 地 の 区 域 を い う 。  
(３ ) 関 連 公 共 施 設  開 発 事 業 に 伴 い 新 設 ⼜ は 改 良 を 必 要 と す る 道 路 、 公 園 、 緑 地 、 広

場 、 下 ⽔ 道 、 河 川 、 ⽔ 路 、 調 整 池 、 沈 砂 池 及 び 消 防 施 設 を い う 。  
（ 4）  関 連 公 益 施 設  開 発 事 業 に 伴 い 新 設 ま た は 改 良 を 必 要 と す る 保 育 所 、 幼 稚 園 、 ⼩

学 校 、 中 学 校 、 集 会 施 設 、 ⼀ 般 廃 棄 物 集 積 施 設 、 資 源 集 積 施 設 、 上 ⽔ 道 等 を い う 。  
 
（ 適 用 範 囲 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 は 、 開 発 区 域 の 面 積 が 1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 開 発 事 業 で 、 都 市
計 画 法 第 29 条 第 １ 項 に 規 定 す る 開 発 ⾏ 為 の 許 可 を 受 け て ⾏ う も の に 適 用 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 要 綱 は 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る 開 発 事 業 に は 適 用 し
な い 。  

(１ ) 国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 団 体 が 施 ⾏ す る 開 発 事 業  
(２ ) 非 常 災 害 の た め の 必 要 な 応 急 措 置 と し て ⾏ う 開 発 事 業  
(３ ) そ の 他 市 ⻑ が 特 に 必 要 と 認 め る 開 発 事 業  

 
（ 事 前 協 議 ）  

第 ４ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 す る 法 令 等 の 規 定 に よ る 許 認 可 申 請 を す る 前 に 事 前 協
議 申 出 書 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） に よ り 市 ⻑ と 協 議 す る も の と す る 。 た だ し 、 3,000 平 方
メ ー ト ル 未 満 の 開 発 事 業 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  市 ⻑ は 、 前 項 に 規 定 す る 事 前 協 議 申 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 別 に 定 め る ⼟ 地 開
発 指 導 委 員 会 の 意 ⾒ を 聴 き 、 次 項 の 指 導 基 準 に 基 づ い て 事 業 計 画 の 内 容 を 検 討 し 、 当
該 事 業 計 画 が 不 適 当 で あ る と 認 め る と き は 事 業 者 に 対 し 事 業 計 画 の 変 更 若 し く は 事 業
の 中 ⽌ に つ い て 指 導 し 、 ⼜ は 要 請 し 、 適 当 で あ る と 認 め る と き は 次 条 に 定 め る 設 計 協
議 を 求 め る よ う 書 面 に よ り 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  事 業 計 画 の 検 討 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 準 と し て ⾏ う も の と す る 。  
(１ ) 事 業 計 画 は 、 ⼟ 地 の 利 用 目 的 が 国 ⼟ 利 用 計 画 法 （ 昭 和 49 年 法 律 第 92 号 ） 第 ８
条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 多 治 ⾒ 市 計 画 そ の 他 の ⼟ 地 利 用 に 関 す る 計 画 及 び 多 治 ⾒ 市
総 合 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

(２ ) 事 業 計 画 は 、 ⼟ 地 の 利 用 目 的 が 都 市 計 画 法 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 市 街 化 区 域 及 び 市
街 化 調 整 区 域 に 関 す る 都 市 計 画 並 び に そ の 他 の 都 市 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

(３ ) 事 業 計 画 は 、 公 共 施 設 及 び 公 益 的 施 設 の 整 備 予 定 か ら み て 明 ら か に 不 適 当 な も の
で な い こ と 。  



(４ ) 事 業 計 画 は 、 開 発 区 域 を 含 む 周 辺 の ⾃ 然 環 境 の 保 全 上 明 ら か に 不 適 当 な も の で な
い こ と 。  

(５ ) 事 業 計 画 は 、 別 に 定 め る 多 治 ⾒ 市 ⼟ 地 開 発 基 準 （ 平 成 ２ 年 告 ⽰ 第 55 号 ） に 照 ら
し 明 ら か に 不 適 当 な も の で な い こ と 。  

(６ ) 事 業 計 画 が 岐 ⾩ 県 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 ７ 年 岐 ⾩ 県 条 例 第 10 号 ） 第 ２ 条 第 ２
号 の 対 象 事 業 に 該 当 す る と き は 、 同 条 例 に 規 定 す る 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 手 続 を 伴 う
も の で あ る こ と 。  

(７ ) 事 業 計 画 が ゴ ル フ 場 及 び 大 規 模 レ ク リ エ ー シ ョ ン 施 設 開 発 事 業 に 関 す る 環 境 影 響
評 価 要 綱 （ 平 成 ５ 年 ８ ⽉ 30 日 岐 ⾩ 県 公 ⽰ ） 第 ２ 条 第 ２ 号 の 対 象 事 業 に 該 当 す る と き
は 、 同 要 綱 第 ７ 条 に 規 定 す る 実 施 計 画 を 伴 う も の で あ る こ と 。  

４  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 ⻑ は 、 当 該 開 発 事 業 が 、 国 ⼜ は 県 の 法 令 等 の 規 定 に よ
り 環 境 影 響 等 に つ い て 市 ⻑ の 意 ⾒ の 表 明 等 を 求 め ら れ る も の で あ る 場 合 は 、 環 境 影 響
等 に 関 す る 検 討 を ⾏ わ な い も の と す る 。  

 
（ 設 計 協 議 ）  

第 ４ 条 の ２  事 業 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 事 前 協 議 が 成 ⽴ し た 開 発 事 業 （ 前 条 第 １ 項 た
だ し 書 き の 規 定 に よ り 事 前 協 議 を ⾏ わ な か っ た 開 発 事 業 を 含 む 。 ） の ⼯ 事 を 施 ⾏ し よ
う と す る と き は 、 あ ら か じ め 設 計 協 議 申 出 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 市 ⻑ と 協 議 し
な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 設 計 協 議 を ⾏ お う と す る 事 業 者 は 、 あ ら か じ め 地 域 住 ⺠ 及 び 利 害 関
係 人 と の 調 整 を 図 り 、 そ の 結 果 を 記 載 し た 書 面 を 作 成 し 、 設 計 協 議 申 出 書 に 添 付 す る
も の と す る 。  

３  市 ⻑ は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 計 協 議 の 申 出 を 受 け た と き は 、 ⼟ 地 開 発 指 導 委 員 会
の 意 ⾒ を 聴 き 、 法 令 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 別 に 定 め る 多 治 ⾒ 市 ⼟ 地 開 発 基 準 に 基
づ い て 協 議 の 内 容 を 検 討 し 、 必 要 と 認 め る と き は 、 事 業 者 に 対 し 意 ⾒ の 通 知 を も っ て
当 該 事 業 計 画 の ⼀ 部 ⼜ は 全 部 の 変 更 を 求 め る も の と す る 。  

 
（ 再 協 議 ）  

第 ４ 条 の ３  事 業 者 は 、 市 ⻑ と 事 前 協 議 を ⾏ い 、 ⼜ は 設 計 協 議 を ⾏ っ た 開 発 事 業 に つ い
て 、 そ の 開 発 目 的 を 変 更 す る 場 合 ⼜ は 大 幅 に 事 業 計 画 を 変 更 す る 場 合 は 、 再 度 前 ２ 条
に 規 定 す る 事 前 協 議 ⼜ は 設 計 協 議 を ⾏ わ な け れ ば な ら な い 。  

 
（ 協 議 の 打 ち 切 り ）  

第 ４ 条 の ４  市 ⻑ は 、 事 業 者 が 正 当 な 理 由 が な い に も か か わ ら ず 、 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定
に よ る 通 知 の 日 か ら 起 算 し て ３ 年 を 経 過 し て も 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 設 計 協 議
申 出 書 の 提 出 が な い と き は 、 当 該 開 発 事 業 の 協 議 を 打 ち 切 る こ と が で き る 。 こ の 場 合
に お い て 、 市 ⻑ は 事 業 者 に 対 し 、 書 面 に よ り 協 議 の 打 ち 切 り を 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 ⻑ は 、 事 業 者 が 正 当 な 理 由 が な い に も か か わ ら ず 、 第 ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ
る 意 ⾒ の 通 知 の 日 か ら 起 算 し て ２ 年 を 経 過 し て も 次 条 第 １ 項 に 規 定 す る 協 定 の 締 結 が
な い 場 合 は 、 当 該 開 発 事 業 の 協 議 を 打 ち 切 る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 ⻑
は 事 業 者 に 対 し 、 書 面 に よ り 協 議 の 打 ち 切 り を 通 知 す る も の と す る 。  

 
（ 協 定 の 締 結 ）  

第 ５ 条  事 業 者 は 、 関 連 公 共 施 設 及 び 関 連 公 益 施 設 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い う 。 ） の 配 置
並 び に 施 設 等 の 用 に 供 す る ⼟ 地 の 提 供 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 関 係 法 令 等 の 許 認 可



手 続 を 終 了 し た 後 、 協 定 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） を 標 準 と し 、 市 ⻑ と 協 定 を 締 結 し な け
れ ば な ら な い 。  

 
（ ⼯ 事 の 着 手 ）  

第 ６ 条  事 業 者 は 、 前 条 に よ る 協 定 を 締 結 し た 後 に ⼯ 事 に 着 手 す る も の と す る 。  
２  事 業 者 は 、 ⼯ 事 に 着 手 し た と き は 、 着 ⼯ の 日 か ら ７ 日 以 内 に 着 ⼯ 届 （ 別 記 様 式 第 ４

号 ） に よ り 市 ⻑ に 届 け 出 る も の と す る 。  
 
（ 事 業 の 変 更 、 中 断 、 廃 ⽌ 等 ）  

第 ７ 条  事 業 者 は 、 第 ５ 条 に よ る 協 定 の 締 結 後 、 事 業 内 容 の 変 更 を し よ う と す る と き
は 、 事 前 に 設 計 協 議 変 更 申 出 書 （ 別 記 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 市 ⻑ と 協 議 し な け れ ば な ら
な い 。 た だ し 、 市 ⻑ が 認 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は こ の 限 り で な い 。  

２  事 業 者 は 、 前 項 た だ し 書 の 軽 微 な 変 更 を し よ う と す る と き は 、 設 計 協 議 変 更 届 （ 別
記 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 市 ⻑ に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  事 業 者 は 、 開 発 事 業 を 廃 ⽌ し 、 ⼜ は ⼯ 事 を ２ か ⽉ 以 上 中 断 し よ う と す る と き 若 し く
は 中 断 し た ⼯ 事 を 再 開 し よ う と す る と き は 、 速 や か に 市 ⻑ に 事 業 の 廃 ⽌ 、 中 断 、 再 開
届 （ 別 記 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 事 業 者
は 、 あ ら か じ め 地 域 住 ⺠ 及 び 利 害 関 係 人 と の 調 整 を 図 っ て お か な け れ ば な ら な い 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 変 更 協 定 の 締 結 後 更 に 事 業 内 容 の
変 更 を し よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

５  事 業 者 が 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 協 定 ⼜ は 次 項 の 規 定 に よ る 変 更 協 定 の 締 結 後 、 当 該 開
発 事 業 に つ い て 、 そ の 開 発 目 的 を 変 更 す る 場 合 ⼜ は 大 幅 に 事 業 計 画 を 変 更 す る 場 合
は 、 第 ４ 条 及 び 第 ４ 条 の ２ の 規 定 に よ り 再 度 事 前 協 議 及 び 設 計 協 議 を ⾏ う も の と す
る 。  

６  事 業 者 は 、 第 １ 項 の 協 議 ⼜ は 第 ２ 項 の 届 出 及 び こ れ ら に 伴 う 関 係 法 令 等 の 許 認 可 手
続 を 終 了 し た 後 、 変 更 協 定 書 （ 別 記 様 式 第 ８ 号 ） を 標 準 と し 、 市 ⻑ と 変 更 協 定 を 締 結
し な け れ ば な ら な い 。  

 
（ ⽴ ⼊ 調 査 ）  

第 ８ 条  市 ⻑ は 、 必 要 と 認 め る 場 合 に は 開 発 区 域 に 職 員 を ⽴ ち ⼊ ら せ る こ と が で き る 。  
２  市 ⻑ は 、 前 項 に よ る ⽴ ⼊ 調 査 の 結 果 、 当 該 開 発 事 業 が 周 辺 の 環 境 に 重 大 な 影 響 を 及

ぼ す と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 開 発 事 業 を 変 更 ⼜ は 改 善 す る よ う 指 導 ⼜ は 助 ⾔ す る こ
と が で き る 。  

 
（ 地 位 の 承 継 ）  

第 ９ 条  第 ５ 条 の 規 定 に よ る 協 定 の 締 結 後 、 当 該 開 発 区 域 内 の ⼟ 地 の 所 有 権 そ の 他 当 該
開 発 事 業 を 施 ⾏ す る 権 原 を 取 得 し た 者 （ 次 項 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） が 当 該 協 定 を 締
結 し た 者 が 有 し て い た 地 位 を 承 継 し よ う と す る と き は 、 市 ⻑ に 地 位 承 継 承 認 申 請 書
（ 別 記 様 式 第 ９ 号 ） を 提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  第 ５ 条 の 規 定 に よ る 協 定 を 締 結 し た 者 の 相 続 人 そ の 他 の ⼀ 般 承 継 人 は 、 市 ⻑ に 地 位
承 継 届 （ 別 記 様 式 第 10 号 ） に よ り 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 
（ ⼯ 事 完 了 の 検 査 ）  

第 10 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 係 る ⼯ 事 が 竣 ⼯ し た と き は 、 速 や か に 竣 ⼯ 検 査 申 請 書
（ 別 記 様 式 第 11 号 ） を 市 ⻑ に 提 出 し 、 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  



２  市 ⻑ は 、 前 項 の 規 定 に よ る 竣 ⼯ 検 査 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 遅 滞 な く 当 該 ⼯ 事 が
協 議 の 内 容 に 適 合 し て い る か ど う か に つ い て 検 査 し 、 適 合 し て い る と 認 め た と き は 、
検 査 済 証 （ 別 記 様 式 第 12 号 ） を 事 業 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

 
（ 施 設 等 の 管 理 ）  

第 11 条  施 設 等 の 管 理 に つ い て は 、 施 設 等 の 管 理 計 画 書 （ 別 表 ） に よ る も の と し 、 事
業 者 は 、 ⾃ ら 管 理 す る も の を 除 き 、 市 に 施 設 等 の 移 管 を し な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 者 は 、 施 設 等 の 管 理 に つ い て 管 理 予 定 者 と の 協 議 書 （ 別 記 様 式 第 13 号 ） に よ
り あ ら か じ め 市 ⻑ と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

３  都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 許 可 を 要 す る 開 発 事 業 に つ い て は 、 同 法 第 32 条 に 規 定 す
る 協 議 を も っ て 前 項 の 協 議 に 代 え る も の と す る 。  

４  事 業 者 は 、 施 設 等 の 移 管 手 続 が 完 了 す る ま で の 間 、 施 設 等 の 管 理 責 任 を 負 わ な け れ
ば な ら な い 。  

５  事 業 者 は 、 施 設 等 を 市 に 移 管 し よ う と す る と き は 、 施 設 等 の 移 管 検 査 申 請 書 （ 別 記
様 式 第 14 号 ） を 市 ⻑ に 提 出 し 、 施 設 等 の 検 査 （ 以 下 「 移 管 検 査 」 と い う 。 ） を 受 け
な け れ ば な ら な い 。  

６  市 ⻑ は 、 前 項 に 規 定 す る 移 管 検 査 を 実 施 し た 後 、 事 業 者 に 対 し 施 設 等 移 管 検 査 結 果
通 知 書 （ 別 記 様 式 第 15 号 ） に よ り 検 査 の 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お
い て 、 不 備 を 認 め た と き は 、 そ の 旨 を 通 知 し て 再 度 移 管 検 査 を 実 施 す る も の と し 、 不
備 が な い と 認 め た と き は 、 施 設 等 の 移 管 を 受 け る 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

７  事 業 者 は 、 施 設 等 の 用 に 供 す る ⼟ 地 を 市 に 帰 属 ⼜ は 寄 附 し よ う と す る と き は 、 関 連
公 共 施 設 の 帰 属 申 出 書 （ 別 記 様 式 第 16 号 ） ⼜ は 関 連 公 益 施 設 の 寄 附 申 出 書 （ 別 記 様
式 第 17 号 ） を 市 ⻑ に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

８  第 ２ 項 に 規 定 す る 管 理 予 定 者 と の 協 議 書 に 基 づ き 前 条 第 ２ 項 に よ る 検 査 済 証 の 交 付
ま で に 市 に 移 管 す る 施 設 等 に つ い て は 、 移 管 検 査 を 省 く こ と が で き る 。  

９  第 ７ 条 第 １ 項 ⼜ は 同 条 第 ２ 項 に よ る 事 業 内 容 の 変 更 に 伴 い 、 第 ２ 項 の 協 議 内 容 に 変
更 が ⽣ ず る と き は 、 変 更 後 の 施 設 等 の 管 理 に つ い て 同 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 
（ 被 害 の 補 償 ）  

第 12 条  開 発 事 業 に よ り 被 害 が ⽣ じ た と き は 、 全 て 事 業 者 の 責 任 に お い て こ れ を 補 償
し な け れ ば な ら な い 。  

 
（ 運 用 の 特 例 ）  

第 13 条  市 ⻑ は 、 こ の 要 綱 を 適 用 す る こ と が 区 域 の ⽴ 地 条 件 、 地 域 住 ⺠ の 意 ⾒ 等 か ら
著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 特 別 の 措 置 を 講 ず る こ と が で き る 。  

 
（ 測 量 の 成 果 ）  

第 14 条  事 業 者 は 、 確 定 測 量 の 成 果 に つ い て 、 極 ⼒ 、 国 ⼟ 調 査 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第
180 号 ） 第 19 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 申 請 を ⾏ う よ う 努 め る も の と す る 。  

 
（ そ の 他 ）  

第 15 条  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 ⼜ は こ の 要 綱 に よ り 難 い 事 項 に つ い て は 、 別 途 市
⻑ が 定 め る 。  

（ 附  則  略 ）  
 



別 表 （ 第 11 条 関 係 ）  
施 設 等 の 管 理 計 画 書  

施 設 等 の 名 称  管 理 者 （ 担 当 課 ）  移 管 の 内 容  
道 路  
（ 歩 ⾏ 者 専 用 道 路 及
び ⾃ 転 ⾞ 専 用 道 路 を
含 む 。 ）  

多 治 ⾒ 市  
（ 道 路 河 川 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 帰
属 申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付
ま で に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 検 査 済 証 交 付
後 ２ 年 以 内 に ⼯ 事 の 施 ⼯ に 起 因 す る 不 良 箇 所
が 発 ⽣ し た 場 合 は 、 事 業 者 が 補 修 ⼜ は 改 修 を
⾏ う も の と す る 。  

⽔ 路  敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 帰
属 申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付
ま で に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 検 査 済 証 交 付
後 ２ 年 以 内 に ⼯ 事 の 施 ⼯ に 起 因 す る 不 良 箇 所
が 発 ⽣ し た 場 合 は 、 事 業 者 が 補 修 ⼜ は 改 修 を
⾏ う も の と す る 。  

⽔ 路  
（ 開 発 に 伴 い 必 要 と
な る 開 発 区 域 外 の ⽔
路 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 寄
附 申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付
ま で に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 検 査 済 証 交 付
後 ２ 年 以 内 に ⼯ 事 の 施 ⼯ に 起 因 す る 不 良 箇 所
が 発 ⽣ し た 場 合 は 、 事 業 者 が 補 修 ⼜ は 改 修 を
⾏ う も の と す る 。  

調 整 池  
沈 砂 池  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 帰
属 申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付
ま で に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 検 査 済 証 交 付
後 ２ 年 以 内 に ⼯ 事 の 施 ⼯ に 起 因 す る 不 良 箇 所
が 発 ⽣ し た 場 合 は 、 事 業 者 が 補 修 ⼜ は 改 修 を
⾏ う も の と す る 。  

交 通 安 全 施 設  検 査 済 証 交 付 ま で に 、 市 に 移 管 す る 。  
公 園  
児 童 遊 園  
広 場  

多 治 ⾒ 市  
（ 緑 化 公 園 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 帰
属 申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付
ま で に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 検 査 済 証 交 付
後 ２ 年 以 内 に ⼯ 事 の 施 ⼯ に 起 因 す る 不 良 箇 所
が 発 ⽣ し た 場 合 は 、 事 業 者 が 補 修 ⼜ は 改 修 を
⾏ う も の と す る 。  

緑 地  
造 成 法 面  
緑 道  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 帰
属 申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付
ま で に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 検 査 済 証 交 付
後 ２ 年 以 内 に ⼯ 事 の 施 ⼯ に 起 因 す る 不 良 箇 所
が 発 ⽣ し た 場 合 は 、 事 業 者 が 補 修 ⼜ は 改 修 を
⾏ う も の と す る 。  

保 育 所  
幼 稚 園  

多 治 ⾒ 市  
（ 保 育 幼 稚 園 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 寄 附
申 出 す る 。  

⼩ 学 校  
中 学 校  
高 等 学 校  

多 治 ⾒ 市  
（ 教 育 総 務 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 寄 附
申 出 す る 。  

集 会 所  多 治 ⾒ 市  
（ 総 務 課 ）  

施 設 は 事 業 者 に お い て 設 置 し 、 敷 地 の 寄 附 申 出
の 時 期 、 施 設 の 建 築 及 び 移 管 時 期 に つ い て は 別
途 協 議 す る 。  



消 火 栓  
防 火 ⽔ 槽  

多 治 ⾒ 市  
（ 消 防 総 務 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 帰 属
申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で
に 市 に 移 管 す る 。  

消 防 団 詰 所  敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 寄 附
申 出 す る 。  

防 災 ⾏ 政 無 線 施 設  多 治 ⾒ 市  
（ 危 機 管 理 課 ）  

施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 移 管
す る 。  

埋 蔵 文 化 財  多 治 ⾒ 市  
（ 文 化 財 保 護 セ ン タ
ー ）  

埋 蔵 文 化 財 を 現 状 の ま ま 保 存 す る 場 合 に は 、 そ
の 敷 地 の 移 管 に つ い て 協 議 す る 。  

公 ⺠ 館  多 治 ⾒ 市  
（ 文 化 ス ポ ー ツ 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 寄 附
申 出 す る 。  

⼀ 般 廃 棄 物 集 積 施 設  
資 源 集 積 施 設  

多 治 ⾒ 市  
（ 三 の 倉 セ ン タ ー ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 寄 附
申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で
に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 協 議 に よ り 事 業 者 管
理 と し た も の を 除 く 。  

上 ⽔ 道 施 設  多 治 ⾒ 市  
（ 上 下 ⽔ 道 ⼯ 務 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 市 に 寄 附 申 出 す る 。 ⽔ 道 施 設
（ 給 ⽔ 装 置 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 検 査 済 証 交
付 ま で に 市 に 移 管 す る 。  

下 ⽔ 道 施 設  多 治 ⾒ 市  
（ 上 下 ⽔ 道 ⼯ 務 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 帰 属
申 出 す る 。 施 設 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で
に 市 に 移 管 す る 。 た だ し 、 検 査 済 証 交 付 後 ２ 年
以 内 に ⼯ 事 の 施 ⼯ に 起 因 す る 不 良 箇 所 が 発 ⽣ し
た 場 合 は 、 事 業 者 が 補 修 ⼜ は 改 修 を ⾏ う も の と
す る 。  

汚 ⽔ 処 理 施 設  
汚 ⽔ 管  

事 業 者  
（ 上 下 ⽔ 道 ⼯ 務 課 ）  

公 共 下 ⽔ 道 処 理 区 域 と な っ た 場 合 は 、 事 業 者 は
集 中 合 併 処 理 浄 化 槽 及 び 宅 地 内 排 ⽔ 設 備 を 除 く
汚 ⽔ 処 理 施 設 に つ い て 、 再 検 査 後 、 破 損 箇 所 等
を 手 直 し の う え 市 に 移 管 す る 。 な お 、 ポ ン プ 場
等 で 下 ⽔ 道 の 施 設 と し て 利 用 が 可 能 な 施 設 は 市
に 移 管 し 、 そ の 敷 地 は 市 に 寄 附 申 出 す る 。 ⼜ 、
公 共 下 ⽔ 道 へ の 接 続 に よ り 不 要 と な っ た 集 中 合
併 処 理 浄 化 槽 は 、 事 業 者 の 責 任 に お い て 速 や か
に 解 体 撤 去 し 、 そ の 敷 地 は 事 業 者 に お い て 良 好
に 管 理 す る も の と す る 。  

地 区 事 務 所  多 治 ⾒ 市  
（ 市 ⺠ 課 ）  

敷 地 に つ い て は 、 検 査 済 証 交 付 ま で に 市 に 寄 附
申 出 す る 。  

防 犯 灯  事 業 者  
（ 道 路 河 川 課 ）  

事 業 者 の 責 任 に お い て 良 好 に 管 理 す る 。  

注 １ ︓ 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 ⾏ 為 以 外 で 設 置 す る 公 共 施 設 は 、 「 帰 属 申 出 」 を 「 寄 附 申
出 」 に 読 み 替 え る こ と 。  

注 ２ ︓ 住 宅 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 以 外 で ⾏ う 開 発 事 業 に よ り 設 置 さ れ る 広 場 、 緑 地 、 造
成 法 面 は 、 敷 地 、 施 設 に つ い て 事 業 者 に て 管 理 す る こ と 。  

注 ３ ︓ 0.3ｈ ａ 未 満 の 開 発 事 業 に よ り 設 置 さ れ る 緑 地 、 造 成 法 面 は 、 事 業 者 に て 管 理 す る
こ と 。  

注 ４ ︓ 事 業 者 の 責 任 に お い て 設 置 す る 幼 稚 園 若 し く は 保 育 所 ⼜ は ⼩ 学 校 、 中 学 校 若 し く は
高 等 学 校 の 用 に 供 す る 敷 地 は 、 事 業 者 に て 管 理 す る こ と 。  

 

 

 



別記様式第１号(第４条関係) 

事前協議申出書 
年  月  日 

多治見市長 様 

住  所 

事業者 氏  名           

電話番号 (    )  － 

 

多治見市土地開発指導要綱第４条第１項の規定により、次のとおり協議いたします。 

開 発 事 業 名  

開発区域の位置 多治見市 

開発区域の面積  

設計者住所氏名 TEL.(    )  - 

 

開発区域内における地目別面積 

地  目 公 簿 面 積 実 測 面 積 

山  林 ㎡ ㎡ 

宅  地 ㎡ ㎡ 

農  地 ㎡ ㎡ 

そ の 他 ㎡ ㎡ 

計 ㎡ ㎡ 

 

開発区域内における開発規制法令 

区     分 公簿面積 地  番 

都市計画法 
市街化区域 用途地域(   ) ㎡  

市街化調整区域 ㎡  

宅地造成及び特定盛土等規制法 ㎡  

砂防法 ㎡  

森林法 ㎡  

 ㎡  



事業計画概要 

(１ ) 土地の選定理由 

 

 

 

 

(２ ) 土地利用概要 

 ①  宅地造成事業 

分 譲 宅 地 区画 戸 

マンション 等 区画 棟 戸  階数 

 ②  その他の建築物の建設を目的とした事業 

予定建築物等の種類  延床面積     ㎡  階数 

 ③  建築物の建設を目的としない事業 

事 業  の 目  的   

事業完了後の土地の形態  

(３ ) 開発区域外施設の現況 

接続先道路の種類及び幅員 Ｗ＝   ｍ  

流末排水施設の種類及び規模  

(４ ) 土地取得の方式 

 

 

 

 

 備  考  

 添付書類は次のとおりとする。 

  １ . 土地の公図の写し及び一筆調書(土地の権利に関する調書) ･･(別記様式第 18 号) 

 ２ . 開発区域の位置図   (縮尺 1/2,500 ～  1/50,000) 

  ３ . 開発区域の現況平面図 (縮尺 1/2,500 以上) 

 ４ . 土地利用計画図    (縮尺 1/2,500 以上) 

 ５ . 造成計画平面図    (縮尺 1/2,500 以上) 

  ６ . 排水系統図      (縮尺 1/10,000 以上) 



別記様式第２号(第４条の２関係) 

設計協議申出書 

年  月   日  

多治見市長 様 

住  所  

事業者 氏  名            

電話番号 (    )  －  

 

多治見市土地開発指導要綱第４条の２第１項の規定により、次のとおり協議します。 

設 計 者 住 所 ・ 氏 名 ㊞ TEL.(  )  －  

工事施工者住所・氏名 TEL.(  )  －  

開 発 事 業 名  

開 発 事 業 の 目 的  

開 発 区 域 の 位 置  

開 発 区 域 の 面 積                       ㎡  

関
連
公
共
施
設 

1. 道 路 Ｌ＝      ｍ   Ａ＝      ㎡  

2. 公 園 ケ所 ㎡ 

3. 遊 園・広 場  ケ所 ㎡  

4. 緑 地 自然緑地       ㎡  造成緑地        ㎡  

5. 河 川 ･ 水 路                       ㎡  

6. 消 防 施 設 消火栓   ケ所   ㎡  防火水槽   ケ所   ㎡  

7. 給 水 の 方 法  

8. 汚水処理の方法  集中合併 
処理施設 

ケ所 
㎡ 

9. 下 水 道 施 設          ㎡  

関
連
公
益
施
設 

1. 集 会 施 設          ケ所             ㎡  

2.  一般廃棄物  

・資源集積施設  
         ケ所             ㎡  

3. そ の 他 
 (学校、保育所、上
水道施設等) 

種類       ,       , 

合計     ㎡  

宅 地 の 面 積 区画     ㎡  ※  受 付 欄  

１ 区 画 当 り 平 均 面 積 ㎡  

予 定 建 築 物 の 用 途  

予定建築物の棟数･戸数 棟 戸  



利
害
関
係
者
等 

 
 

と
の
協
議 

1. 市 民 組 織  

2. 農 業 関 係 者  

3. 水 利 権 関 係 者  

4.そ   の   他  

法
令
に
基
づ
く
規
制
・
制
限 

1. 都 市 計 画 法 

市街化区域                 ㎡  

(用途地域                 ) 

市街化調整区域               ㎡  

2. 宅地造成及び特定盛土等規制法                       ㎡  

3. 砂 防 法                       ㎡  

4. 森 林 法                       ㎡  

5.そ   の   他                       ㎡  

工 

事 

の 
概 

要 

1. 切土盛土する土地の面積                       ㎡  

2. 切 土 盛 土 の 土 量 
切 土                    ㎥  

盛  土                    ㎥  

3. 擁 壁 

番 号  構 造  高 さ  延 長  

  ｍ  ｍ  

  ｍ  ｍ  

  ｍ  ｍ  

  ｍ  ｍ  

4. 排 水 施 設 

番 号  種 類  内法の寸法 延 長  

  cm ｍ  

  cm ｍ  

  cm ｍ  

  cm ｍ  

5. がけ面の保護の方法  

6. 工事中の危険防止対策  

7. そ の 他 の 措 置  

8. 工事着工予定年月日 年   月    日  

9. 工事完了予定年月日 年   月    日  

そ の 他 必 要 な 事 項  

注：※印のある欄は記入しないこと。 



備 考 

１ 添付書類は、次のとおりとする。 

 (１ ) 開発に係る土地全部事項証明書及び一筆調書(別記様式第18号 ) 

 (２ ) 開発区域の土地等の所有者及びその他の権利者の同意書、印鑑証明書並び

に区域外の民有地で排水施設を設置する等造成後更に区域外に及ぼす影響

があると認められる土地の所有者及びその他の権利者の同意書 

 (３ ) 開発区域及び流末水路の流量計算書並びに構造物の安定計算書 

 (４ ) 土量計算書 

 (５ ) 多治見市土地開発指導要綱第11条による管理予定者との協議書(別記様式

第13号 ) 

 (６ ) 申請者が法人の場合は法人の履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の

写し 

 (７ ) 設計者資格証明書の写し(宅地造成等規制法施行令第17条各号に掲げる設

計者資格を証する書類) 

 (８ ) 委任状(申請手続き業務を委任するとき。) 

 (９ ) 地域住民又は利害関係人との調整結果報告書 

 (10) その他市長が必要とする書類(事前協議回答書の写し、土砂搬入搬出経路

図、二次製品擁壁についての宅地造成等規制法施行令第14条に基づく認定書

の写し等) 

 

２  添付図面は、次のとおりとする。 

  (１) 開発区域位置図(1/50,000以上)  (18) 防災工事計画平面図(1/1,000以上) 

  (２) 開発区域区域図(1/10,000以上)  (19) 防災施設構造図(1/100以上) 

  (３) 現況平面図  (1/2,500以上)   (20) 防火水槽構造図(1/50以上) 

  (４) 土地の公図の写し        (21) 公園計画承認図(1/500以上) 

  (５) 求積図（開発区域及び切土盛土する土地） (22) 遊園計画承認図(1/500以上) 

  (６) 土地利用計画平面図(1/1,000以上) (23) 集会施設設計図 

  (７) 造成計画平面図(1/1,000以上)   (24) 汚水処理施設構造図 

  (８) 造成計画断面図(1/1,000以上)   (25) 緑化計画平面図(1/1,000以上) 

  (９) 排水系統図  (1/1,000以上) 

  (10) 雨水排水施設計画平面図(1/500以上) 

  (11) 汚水排水施設計画平面図(1/500以上) 

     (戸別浄化槽による場合を除く) 

  (12) がけの断面図 (1/50以上) 

  (13) 擁壁の断面図 (1/50以上) 

  (14) 道路縦断図  (1/50以上) 

  (15) 道路横断図  (1/50以上) 

  (16) 排水施設縦断図(1/500以上) 

  (17) 排水施設構造図(1/50以上) 



別記様式第３号(第５条関係) 

協 定 書 

第   号  

第１条 多治見市(以下｢甲｣という。)と開発事業者 

(以下｢乙｣という。)との間で、乙が行う第３条の開発事業につき、多治見市土地

開発指導要綱(平成２年告示第54号。以下｢指導要綱｣という。)第５条に基づいて

次のとおり協定する。 

第２条 乙は、当該開発事業の施行に当たっては、都市計画法(昭和43年法律第100

号 )、その他関係法令及び指導要綱を遵守し、万一当該開発事業に起因して利害

関係人等との間に紛争の生じたときは、原則として乙の責任において解決するも

のとする。 

第３条 乙が行う開発事業の概要は次のとおりとする。 

 １  施行場所 

   多治見市 

 ２  施行目的             

                  （   区画  棟   戸） 

 ３  施行面積 

   実測          ㎡   （公簿          ㎡） 

 ４  施行期間 

   年   月   日から  年   月   日まで 

第４条 乙が行う開発事業の計画概要は、別添図面のとおりとする。 

第５条 乙は、当該開発事業に着手したときは、甲にその旨を届け出なければなら

ない。 

第６条 乙は、当該開発事業が竣工したときは、甲にその旨を届け出、甲の竣工検

査を受けなければならない。 

第７条 乙は、当該開発事業の内容を変更しようとするときは、事前に甲と協議し

なければならない。 

第８条 当該開発事業に係る施設等の維持管理については、別紙｢施設等の協議結

果書｣のとおりとする。 

第９条  この協定に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

 上記協定の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有

するものとする。 

 

年   月   日  

 甲  

 

 乙  

 

別紙 

施設等の協議結果書 

施設等  

の名称  
位 置  規模及び概要  

管  理  者  

となる者  
摘 要  

     

     

     

     

 

 



別記様式第４号(第６条関係) 

年   月   日  

着 工 届 

多治見市長 様 

住 所  

事業者 

氏 名                

 

 多治見市土地開発指導要綱第６条第２項に基づき、次のとおり届け出ます。 

開 発 事 業 名  

開発区域の位置 多治見市 

開発区域の面積 ㎡ 

住所 

工事施工者 

氏名 

 

 

TEL(    )  －  

住所 

現場施工管理者 

氏名 

 

 

TEL(    )  －  

協定年月日及び番号 年  月   日   第    号  

工事着工年月日 年  月   日  

工事完了年月日 年  月   日  

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号(第７条関係) 

設計協議変更申出書 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

事業者 氏 名                

TEL(    )  －  

 多治見市土地開発指導要綱第７条第１項の規定により、次のとおり協議します。 

設 計 者 住 所 ・ 氏 名 ㊞ TEL(    )  －  

工 事 施 工 者 住 所 ･氏 名                                 TEL(    )  －  

開 発 事 業 名  

開 発 事 業 の 目 的  

協 定 年 月 日 及 び 番 号 年  月   日   第    号  

変 更 に 係 る 事 項 変 更  前  変 更  後  

開 発 区 域 の 位 置   

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ ㎡  

関
連
公
共
施
設 

1. 道 路 Ｌ＝   ｍ  Ａ＝   ㎡  Ｌ＝   ｍ  Ａ＝   ㎡  

2. 公 園     ケ所     ㎡      ケ所     ㎡  

3.  遊 園・広 場      ケ所     ㎡      ケ所     ㎡  

4. 緑 地 
自然緑地       ㎡  

造成緑地        ㎡  

自然緑地       ㎡  

造成緑地        ㎡  

5. 河 川 ･ 水 路 ㎡ ㎡  

6. 消 防 施 設 
消火栓      ケ所    ㎡ 
防火水槽     ケ所    ㎡ 

消火栓      ケ所    ㎡ 
防火水槽     ケ所    ㎡ 

7. 給 水 の 方 法   

8. 汚水処理の方法  集中合併   ケ所 
処理施設    ㎡ 

 集中合併   ケ所 
処理施設    ㎡ 

9. 下 水 道 施 設    ㎡     ㎡  

関
連
公
益
施
設 

1. 集 会 施 設     ケ所     ㎡      ケ所     ㎡  

2.  一 般 廃 棄 物 ・ 資
源集積施設  

    ケ所     ㎡      ケ所     ㎡  

3. そ の 他 
(学校、保育所、上水道
施設等) 

種類 

合計         ㎡  

種類 

合計         ㎡  

 変更前 変更後 ※ 受  付 欄  

宅地の面積    区画   ㎡     区画   ㎡   

１区画当り平均面積 ㎡ ㎡ 

予定建築物の用途   

予定建築物の棟数･戸  棟   戸   棟   戸  



 変  更  前  変 更  後  

利
害
関
係
者
等 

 
 

と
の
協
議 

1. 市 民 組 織   

2. 農 業 関 係 者   

3. 水 利 関 係 者   

そ    の    他    

法
令
に
基
づ
く
規
制･

制
限 

1. 都 市 計 画 法 

市街化区域         ㎡ 

(用途地域          ) 

市街化調整区域       ㎡ 

市街化区域         ㎡ 

(用途地域          ) 

市街化調整区域       ㎡ 

2 .  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法  ㎡ ㎡ 

3. 砂 防 法 ㎡ ㎡  

4. 森 林 法 ㎡ ㎡  

そ   の    他  ㎡  ㎡  

工 

事 

の 

概 

要 

1. 切土盛土する土地の面積 ㎡  ㎡  

2. 切土盛土 

の土量 

切 土  ㎥  ㎥  

盛 土  ㎥  ㎥  

3. 擁壁 

 番号 構 造  高さ 延 長  

変更前   ｍ  ｍ  

変更後   ｍ  ｍ  

変更前   ｍ  ｍ  

変更後   ｍ  ｍ  

4. 排水施設 

 番号 種 類  内法の寸法 延 長  

変更前   cm ｍ  

変更後   cm ｍ  

変更前   cm ｍ  

変更後   cm ｍ  

5. がけ面の保護の方法  

6. 工事中の危険防止対策  

7. そ の 他 の 措 置  

8. 工事着工予定年月日 年  月   日  

9. 工事完了予定年月日 年  月   日  

そ の 他 必 要 な 事 項  

注１：※印のある欄は記入しないこと。 
注２：変更のない事項については、従前の内容を｢変更前｣欄にそのまま記載し｢変

更後｣欄は削除すること。 

 

添付書類 

１ 変更理由書(変更に至った理由を変更項目ごとに具体的に記載すること。) 
２  位置図 
３ 区域図 
４ 変更に係る書類 
５ 変更に係る図面 



別記様式第６号(第７条関係) 

設計協議変更届 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

事業者 氏 名                

TEL(    )  －  

 

 多治見市土地開発指導要綱第７条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

協定年月日及び番号 年  月   日   第    号  

開 発 事 業 名  

開 発 事 業 の 目 的  

開 発 区 域 の 位 置  

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

変 更 に 係 る 事 項 変 更  前  変 更  後  

工 期 
 年  月  日～ 年 月  

日  

年 月  日～ 年 月  日  

工事施工者住所･氏名   

設 計 者 住 所 ･氏 名   

そ の 他   

変 更 の 理 由 

 ※  受  付 欄  

 

 

 

 

 

注１：｢変更の理由｣欄には変更に至った理由を変更項目ごとに具体的に記載すること。 

注２：変更に係る事項は該当するもののみ記入すること。 

注３：※印のある欄は記入しないこと。 

添付書類 

 １  変更に係る書類 

 ２  変更に係る図面 

 



別記様式第７号(第７条関係) 

事業の廃止、中断、再開届 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

事業者 

氏 名               

 

 多治見市土地開発指導要綱第７条第３項により、次のとおり届け出ます。 

協 定 年 月 日 及 び 番 号 年  月   日   第    号  

開 発 事 業 名  

開 発 区 域 の 位 置 多治見市 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

工 事 期 間 
年  月   日から 

年  月   日まで 

廃止、中断又は再開年月日 

廃止 

年  月   日    中断 

再開 

中 断 予 定 期 間 年  月   日から   年   月   日まで 

廃止、中断又は再開の理由 

 

 

 

廃 止 又 は 中 断 時 の 

工 事 進 捗 状 況 

 

防 災 措 置  

備 考  

注：廃止、中断、再開のうち該当するものに丸印をつけること。 

添付書類 

 １  廃止又は中断時の写真 

 ２  防災措置に係る図面 

 

 

 



別記様式第８号(第７条関係) 

 

変 更 協 定 書 

第   号  

 

第１条 多治見市(以下｢甲｣という。)と開発事業者 

(以下｢乙｣という。)は、多治見市土地開発指導要綱第７条第６項に基づき、 平

成  年   月   日協定書第   号（以下「    号の協定」という。）

の一部を変更し、次のとおり協定する。 

第２条 乙が行う開発事業の概要は次のとおりとする。 

 １  施行場所 

   多治見市 

 ２  施行目的 

                 （   区画  棟   戸） 

 ３  施行面積 

   実測          ㎡   （公簿          ㎡） 

 ４  施行期間 

   年   月   日から  年   月   日まで 

第３条 乙が行う開発事業の計画概要は、別添図面のとおりとする。 

第４条 当該開発事業に係る施設等の維持管理については、別紙｢施設等の協議結

果書｣のとおりとする。 

第５条 乙は、本協定による内容のほか、第   号の協定内容を遵守すること。 

 

 上記協定の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有

するものとする。 

 

年   月   日  

 

 甲  

 

 乙  

 

別紙 

施設等の協議結果書 

施設等  

の名称  
位 置  規模及び概要  

管  理  者  

となる者  
摘 要  

     

     

     

     

 

 

 



別記様式第９号(第９条関係) 

地位承継承認申請書 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

地位譲受者 

氏 名               

 

 多治見市土地開発指導要綱第９条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

開 発 事 業 名  

開 発 区 域 の 位 置 多治見市 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

協定年月日及び番号 年  月   日    第    号  

住 所  

地位譲渡者 

氏 名  

 

 

                         

承 継 理 由 

 

 

 

※
承
認
通
知
欄 

上記のとおり承認する。 

第     号  

     年   月   日  

 

多治見市長       印  

注：※印のある欄は記入しないこと。 

添付書類 

 １  戸籍謄本(法人の場合は履歴事項全部証明書) 

 ２  公図の写し 

 ３  開発区域に係る土地の全部事項証明書 

 ４  開発区域の土地の所有者及びその他の権利者の同意書、印鑑証明書並びに区

域外の民有地で排水施設を設置する等造成後更に区域外に及ぼす影響がある

と認められる土地の所有者及びその他の権利者の同意書 



別記様式第 10 号 (第９条関係) 

地位承継届 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

地位承継者 

氏 名               

 

 多治見市土地開発指導要綱第９条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

開 発 事 業 名  

開 発 区 域 の 位 置 多治見市 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

協定年月日及び番号 年  月   日    第    号  

住 所  

地位譲渡者 

氏 名  

 

地 位 承 継 年 月 日 年  月   日  

承 継 の 理 由 

 

 

 

添付書類 戸籍謄本(法人の場合は履歴事項全部証明書) 



別記様式第11号 (第 10条関係) 

竣工検査申請書 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

事業者 

氏 名               

 

 多治見市土地開発指導要綱第10条第１項の規定により、次のとおり申請いたしま

す。 

開 発 事 業 名  

開 発 区 域 の 位 置 多治見市 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

協定年月日及び番号 年  月   日    第    号  

工 事 着 工 年 月 日 年  月   日  

工 事 完 了 年 月 日 年  月   日  

備 考 

 

 

 

添付書類 

 １  確定測量図 

 ２  工事着手前、工事中及び完了後の写真 

 ３  関連公共施設及び関連公益施設の完成写真 

 ４  その他特に指定する写真 



別記様式第12号 (第 10条関係) 

検 査 済 証 

第     号  

年   月   日  

 

多治見市長          印  

 

 次の開発事業は、検査の結果竣工と認めたので多治見市土地開発指導要綱第10条

第２項の規定により、検査済証を交付する。 

事業者の住所･氏名  

開 発 事 業 名  

開 発 区 域 の 位 置 多治見市 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

協定年月日及び番号 年  月   日    第    号  

竣 工 検 査 年 月 日 年  月   日  

手直し等指示年月日 年  月   日  

手直し確認年月日 年  月   日  

予定建築物等の用途  

備 考 

 

 

 



別記様式第13号 (第 11条関係) 

管理予定者との協議書 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

事業者 

氏 名              ㊞  

 

             地内で行う多治見市土地開発指導要綱に基づく開発

事業に関する工事により設置される施設等の管理について、同要綱第11条第２項の

規定により、次のとおり協議します。 

施設等の 

名  称  
位  置  規模及び概要 

管理者と 

な る 者  
移 管  の 内  容  

     

     

     

     

     

     

注１：関連公共施設及び関連公益施設の全てについて記載すること。 

注２：｢移管の内容｣欄は、多治見市土地開発指導要綱別表の｢施設等の管理計画書｣

に準じ記載すること。 



別記様式第14号 (第 11条関係) 

施設等の移管検査申請書 

年  月   日  

多治見市長 様 

事業者 住 所  

氏 名               

TEL(    )  －       担当者 

 

 次の施設を多治見市土地開発指導要綱第11条第５項に基づき市へ移管しますの

で申出します。併せて同施設の検査をお願いします。 

開 発 事 業 名  

所 在 地 多治見市 

施 設 の 名 称 
道路・水路・沈砂池・調整池・公園・児童遊園・緑地法

面・集会所・下水道施設・防火水槽・その他(     ) 

協 定 年 月 日 及 び 番 号 年  月   日    第    号  

市の検査済証交付年月日 

及び番号 
年  月   日    第    号  



添付図書 

○共通事項 

 １  土地開発協定書の写し 

 ２  施設等の管理計画書(多治見市土地開発指導要綱別表)の写し 

 ３  位置図 

 ４  公図の写し(施設の所在地を塗色すること｡) 

 ５  土地利用平面図(     〃       ) 

 ６  造成平面図 

○道路(交通安全施設を含む｡)・水路の場合･････道路河川課 

 １  確定測量図(施設の所在地を塗色すること｡) 

 ２  雨水排水竣工平面図 

 ３  雨水排水施設縦断図 

 ４  道路横断図面(舗装構成及び地下埋設物の位置が判る標準断面図) 

 ５  交通安全施設位置図 

 ６  関係施設構造図 

 ７  道路台帳用平面図 

 ８  道路照明灯台帳 

 ９  道路反射鏡台帳 

○沈砂池、調整池の場合････････････････････道路河川課 

 １  確定測量図(施設の所在地を塗色すること｡) 

 ２  雨水排水竣工平面図 

 ３  流域図 

 ４  沈砂・調整容量計算書 

 ５  構造図 

 ６  沈砂・調整池の施設台帳 

○公園、児童遊園、広場の場合･････････････緑化公園課 

 １  現況平面図【検査終了後の現況平面図(上下水道管の配管系等の標示共)】 

<Ａ３ 原図１枚 縮尺別途指示> 

 ２  公園、児童遊園、広場の区域丈量図【上記平面図内に丈量する】 

<登記面積と合致させる。> 

 ３  地形別丈量図【平地面積(管理上草取りを要する面積)、法面積(切土、盛土

及び芝張り部、管理上草刈りを要する面積)の丈量図を作成する。】 

<Ａ３ 原図１枚> 

 ４  公図(字絵図)【公園、児童遊園、広場敷地の公図1/1,000を作成】 

<Ａ３ 原図１枚> 

 ５  施設調査【構造、規模、数量、建築面積及び敷地面積を詳細に調査して、上

記１の図面及び公園、児童遊園、広場の台帳に一覧表で記入する。】 

 ６  植樹調査【樹種、数量を調査して上記１の図面内に一覧表で記入する。】 

 ７  電柱・支線外灯調査【公園、児童遊園、広場、地内に設置されているものに

ついて、電柱番号、支線及び外灯については引込電柱の番号、外灯のワット数



(メーター、定額制の別)を調査して公園、児童遊園、広場の台帳に記入する。】 

 ８  写真【公園、児童遊園、広場の全景及び主要施設(カラー、Ａ３台紙に貼付

１部)】 

 ９  公園、児童遊園、広場の台帳 【電磁的記録（電子的方式磁気的方式その他

人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に

より提出（ｄｗｇ、ｄｘｆ、ｐｄｆ形式）】 

○緑地、造成法面の場合････････････････････緑化公園課 

 １  確定測量図(所在地を塗色すること。)  

 ２  雨水排水平面図 

 ３  関係施設構造図 【電磁的記録により提出（ｄｗｇ、ｄｘｆ、ｐｄｆ形式）】 

 ４  緑地の台帳 【電磁的記録により提出（ｄｗｇ、ｄｘｆ、ｐｄｆ形式）】 

 

○集会所の場合･･･････････････････････････････････総務課 

 １  建築設計図 

○下水道施設の場合････････････････････････上下水道工務課  

 １  汚水排水竣工平面図【公設汚水桝の位置を合わせて明示すること。】 

<図面及び電磁的記録により提出（ｄｗｇ、ｄｘｆ形式） 縮尺 1/500> 

 ２  汚水排水竣工縦断図 

<図面及び電磁的記録により提出（ｄｗｇ、ｄｘｆ形式） 縮尺縦 1/100 横 1/1,000>  

 ３  関係施設構造図 

 ４  下水道施設台帳【別途指示の様式による】 

○防火水槽の場合･････････････････････････････消防課 

 １  防火水槽用地竣工平面図【防火水槽の配置も合わせて明示すること。】 

<縮尺1/100以上> 

 ２  防火水槽構造図                    <縮尺1/50以上> 

 ３  施工調書【施工業者名及び工事費を記載したもの】 

 

注：申請書は２部(正・副)提出すること。ただし、特別指示がある場合以外は、副

本には共通事項のみの添付でよい。なお、副本は施設等移管検査結果通知書(別記

様式第15号 )を添えて返却する。 



別記様式第15号 (第 11条関係) 

施設等移管検査結果通知書 

第     号  

年   月   日  

        様  

多治見市長       印  

 

 施設等の検査結果について、多治見市土地開発指導要綱第11条第６項の規定によ

り、次のとおり通知します。 

 

１  移 管 す る 施 設 

 

 

２  所 在 地 

 

 

３  立 会 人  市  側  

 

          業者側 

 

４  検 査 年 月 日 

 

 

５  検 査 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第16号 (第 11条関係) 

関連公共施設の帰属申出書 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

事業者 

氏 名              ㊞  

 

 次の土地を多治見市土地開発指導要綱第11条第７項に基づき市へ帰属いたしま

す。 

 

１  開発事業名 

 

２  帰属する土地 

用   途  地   目  位置(土地の表示) 面    積  

    

    

    

    

    

    

    

    

添付書類 

 １  登記承諾書                  ２通 

 ２  印鑑証明書                  １通 

 ３  法人の現在事項全部証明書                １通 

 ４  土地全部事項証明書              １部 

添付図面 

 １  位置図                                        １部 

 ２  公図の写し                                    １部 

 ３  申出地の測量図(Ａ３)                        １部 

 ４  道路台帳用平面図等(道路の帰属申出の場合)    １部 

 

注１： 登記に要する諸費用は事業者の負担とする。 

注２： 都市計画法に基づく開発行為以外で設置された関連公共施設は別記様式

第17号によること。 

 



別記様式第 17 号 (第 11 条関係) 

関連公益施設の寄附申出書 

年  月   日  

多治見市長 様 

住 所  

事業者 

氏 名              ㊞  

 

 次の不動産を多治見市土地開発指導要綱第 11 条第７項に基づき市へ寄附いたし

ますので採納されますようお願いします。 

 

１  開発事業名 

 

２  寄附する不動産 

用   途  地   目  位置(不動産の表示) 面    積  

    

    

    

    

    

    

    

    

添付書類 

 １  寄附証書                   ２通 

 ２  登記承諾書                  ２通 

 ３  印鑑証明書                  １通 

 ４  法人の現在事項全部証明書                １通 

 ５  土地全部事項証明書              １部 

添付図面 

 １  位置図                                        １部 

 ２  公図の写し                                    １部 

 ３  申出地の測量図(Ａ３)                        １部 

 ４  道路台帳用平面図等(道路の寄附申出の場合)   １部 

 

注１：登記に要する諸費用は事業者の負担とする。 

 

 

 



別記様式第18号(別記様式第１号、第２号関係) 

土 地 の 一 筆 調 書 

土地の所在地番 

土   地   に   関   す   る   事   項 

その他特記事項 地目 面積 
所有権者の住所･氏名 土地取得等の方式 

所有権以外の権利 

登記簿 現 況 登記簿 実 測 権利の種類 権利者の住所・氏名 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合計(  筆)          

(注 )１ ｢土地の所在地番｣欄には、利用目的に係る土地の全部について一筆ごとに記載すること。 

  ２  ｢土地取得等の方式｣欄には、自己用地、売買予定、造成協力、賃貸借の別を記載すること。 

  ３  土地の一部が開発区域に含まれる筆については｢その他特記事項｣欄に｢一部｣と記載すること。 


